
◆
個
人
情
報
保
護
制
度

問
　
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

市
長
　
住
民
基
本
台
帳
は
、
住

民
基
本
台
帳
法
に
よ
り
住
所
を

公
証
す
る
唯
一
の
公
簿
と
し
て
、

原
則
公
開
と
さ
れ
、
閲
覧
制
度

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、「
だ
れ
で

も
閲
覧
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
」と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

閲
覧
対
象
は
、
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
性
別
に
限
定
さ

れ
、
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
、
ま

た
は
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、

閲
覧
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
現
在
、
閲
覧
申
請
時
に

は
、
請
求
事
由
の
審
査
、
誓
約

書
の
添
付
、
資
料
の
提
出
は
も

と
よ
り
、
閲
覧
者
の
本
人
確
認

を
厳
格
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
さ
ら
に
、
請
求
者
が
法

人
等
の
場
合
に
は
、
法
人
登
記

簿
に
よ
っ
て
事
業
者
の
確
認
も

し
ま
す
。
ま
た
、
請
求
者
が
偽

り
、
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ

り
閲
覧
を
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
罰
則
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。

閲
覧
に
供
す
る
住
民
リ
ス
ト

は
、平
成
15
年
８
月
に
改
正
し
、

地
区
ご
と
に
15
冊
に
分
冊
し
、

閲
覧
手
数
料
は
１
冊
３
千
円
か

ら
４
千
５
０
０
円
と
し
ま
し

た
。
17
年
４
月
か
ら
個
人
情
報

保
護
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧

に
よ
っ
て
個
人
情
報
を
取
得
し

た
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

個
人
情
報
保
護
法
に
基
づ
き
、

利
用
目
的
に
よ
る
制
限
、
安
全

管
理
措
置
、
第
三
者
提
供
の
制

限
等
の
各
種
の
義
務
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

問
　
今
後
の
個
人
情
報
の
管
理

は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

市
長
　
職
員
は
、
従
来
か
ら
個

人
情
報
保
護
の
重
要
性
や
地
方

公
務
員
法
の
守
秘
義
務
を
十
分

認
識
し
、
職
務
に
当
た
っ
て
い

ま
す
が
、
今
以
上
に
個
人
情
報

を
慎
重
に
取
り
扱
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
お
り
、
職
員
の
個
人

情
報
保
護
の
さ
ら
な
る
徹
底
を

図
る
た
め
に
は
、
地
方
公
務
員

法
の
守
秘
義
務
だ
け
で
は
十
分

で
は
な
い
と
の
判
断
か
ら
、
個

人
情
報
保
護
条
例
に
罰
則
を
設

け
る
改
正
案
を
６
月
定
例
会
に

上
程
し
ま
し
た
。

今
後
も
個
人
情
報
を
扱
う
事

務
事
業
の
実
施
に
際
し
て
は
、

細
心
の
注
意
を
払
い
、
個
人
情

報
の
漏
洩
や
違
法
な
目
的
使
用

等
の
防
止
に
努
め
ま
す
。

◆
入
札
制
度

問
　
入
札
制
度
が
変
わ
る
と
聞

い
て
い
る
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

る
の
か
。

市
長
　
本
市
で
は
、
設
計
金
額

を
５
千
万
円
以
上
の
工
事
や
委

託
業
務
を
対
象
に
、
制
限
つ
き

一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
制
度
で
は
、

資
格
審
査
会
か
ら
入
札
執
行
ま

で
に
約
３
カ
月
間
も
の
期
間
を

要
し
、
事
務
量
の
多
さ
と
と
も

に
、
長
期
間
に
わ
た
る
こ
と
に

よ
る
透
明
性
保
持
の
難
し
さ
に

つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
今
回
、
試
行
的
に
実
施
す

る
入
札
制
度
は
、
制
限
つ
き
一

般
競
争
入
札
（
事
後
審
査
型
）、

い
わ
ゆ
る
郵
便
入
札
制
度
で
、

対
象
範
囲
も
設
計
金
額
１
千
万

円
以
上
の
工
事
や
委
託
業
務
等

に
拡
大
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方

法
は
、
資
格
審
査
会
か
ら
入
札

執
行
ま
で
の
期
間
を
１
カ
月
未

満
に
短
縮
で
き
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
透
明
性
、
競
争
性
が
期
待

で
き
る
制
度
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
参
加
を
希

望
す
る
全
業
者
を
対
象
に
行
っ

て
い
た
資
格
要
件
の
事
前
審
査

を
、
入
札
後
に
最
低
価
格
者
の

み
対
象
に
行
い
、
資
格
要
件
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
時
点
で
落
札
者
と
決
定
す

る
た
め
、
期
間
の
短
縮
、
事
務

の
簡
素
化
が
で
き
る
制
度
と
考

え
て
い
ま
す
。

◆
条
例
制
定

問
　
市
道
及
び
歩
道
の
幅
員
と

通
行
に
支
障
の
な
い
形
状
を
確

保
す
る
為
、「（
仮
称
）
八
街
市

狭
あ
い
道
路
の
整
備
促
進
に
関

す
る
条
例
（
垣
根
、
茶
の
木
、

木
の
枝
等
の
伐
採
）」
を
考
え

て
は
如
何
か
。

市
長
　
安
全
な
通
行
を
確
保
す

る
こ
と
は
必
要
と
認
識
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
文
書
を
も
っ
て

枝
の
剪
定
等
の
維
持
管
理
を
し

て
い
た
だ
く
よ
う
、
協
力
依
頼

を
所
有
者
に
通
知
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
市
民
の

自
主
性
と
協
力
を
得
る
こ
と
が

必
要
な
こ
と
か
ら
定
期
的
に
広

報
に
も
掲
載
し
、
道
路
幅
員
の

確
保
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。な

お
、
条
例
の
制
定
は
今
後

の
研
究
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

◆
市
の
調
整
池

・
東
吉
田
調
整
池

問
　
今
後
の
整
備
計
画
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
何

年
度
に
完
了
す
る
見
込
み
か
。

市
長
　
調
整
池
の
整
備
は
、
平

成
12
年
度
に
完
了
し
て
い
ま
す

が
、
調
整
池
用
地
が
借
地
と
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
16
年
度

に
は
、
調
整
池
の
用
地
及
び
維

持
管
理
上
必
要
な
管
理
用
道
路

用
地
の
一
部
に
つ
い
て
用
地
買

収
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

引
き
続
き
、
今
年
度
も
残
り

の
用
地
の
確
保
を
進
め
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
管
理
用
道
路
は
、
用

地
の
取
得
後
に
整
備
を
図
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す

・
文
違
（
大
池
）
調
整
池

問
　
今
後
の
推
進
整
備
計
画
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

何
年
度
に
完
了
す
る
見
込
み
か
。

市
長
　
大
池
排
水
区
整
備
事
業

は
、
八
街
駅
北
側
市
街
地
の
冠

水
対
策
、
並
び
に
八
街
駅
北
側

地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
雨

水
排
水
流
末
と
し
て
、
平
成
14

年
度
か
ら
大
池
調
整
池
の
整
備

を
進
め
、
16
年
度
に
下
流
池
が

完
成
し
、
上
流
池
は
第
３
雨
水

幹
線
の
受
け
口
工
事
が
完
成
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

整
備
計
画
は
、
本
来
、
上
流

池
を
完
成
さ
せ
て
か
ら
、
幹
線

整
備
を
図
る
べ
き
で
す
が
、
周

辺
道
路
の
整
備
以
外
は
当
面
こ

れ
を
見
送
り
、
早
期
に
効
果
を

発
揮
さ
せ
る
た
め
、
17
年
度
よ

り
第
３
雨
水
幹
線
に
着
手
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

完
了
年
次
は
、
限
ら
れ
た
財

源
の
中
で
整
備
し
て
行
く
た
め
、

第
３
雨
水
幹
線
の
完
了
ま
で
に

は
、
期
間
が
必
要
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
第
３
雨
水
幹
線
の
整

備
は
大
池
排
水
区
全
体
の
対
策

事
業
で
あ
り
、
行
財
政
改
革
の

中
で
も
、
必
要
な
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

・
白
松
の
郷
の
下
流
調
整
池

問
　
今
回
計
画
の
調
整
池
の
排

水
処
理
量
は
充
分
か
。
ま
た
、

充
分
で
な
け
れ
ば
今
後
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
く
の
か
。

市
長
　
今
回
計
画
の
調
整
池
に

流
入
す
る
区
域
面
積
は
、
約
１

５
０
�
で
す
。
地
形
状
か
ら
時

間
30
�
程
度
の
降
雨
を
貯
留
す

る
施
設
計
画
で
、
当
該
流
域
の

現
況
の
土
地
利
用
状
況
や
宅
地

化
状
況
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

当
分
の
間
は
支
障
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

◆
教
育
問
題

問
　
小
中
学
校
の
更
衣
室
の
現

状
と
今
後
の
方
針
は
如
何
か
。

教
育
長
　
小
中
学
校
の
更
衣
室

一 般 質 問
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鯨鯨
井井
眞眞
佐佐
子子

京京
増増
　　
良良
男男

新新
宅宅
　　
雅雅
子子

川川
上上
　　
雄雄
次次

京
増
　
良
男

個
人質問

新
宅
　
雅
子

個
人質問


